
データベース

厚生労働省
都道府県労働局

市町村

都道府県

（国への届出・監督の廃止）

国と同列の公的な

無料職業紹介

「利用者の視点に立っての
一体的サービス」の提供

従来の「一体的
実施」を法律上
の「協定」の中に
位置付け、継
続・拡充

国の支援（研修、人事交流、 地方
の雇用対策事業への財政支援）

法律に基づく情報のオンライン提供

雇用保険の認定等の実施

対応した措置

従わない場合の

大臣への申し立て

法律上の関与

ハローワーク特区における「指示」と同等の知事の権限

・企業誘致

・大量離職者対策

・ＵＩＪターン対策

・生活困窮者等対策

・女性対策

・障害者対策

・若者対策

ハローワーク特区に限らず全国的に実施

（国の）ハローワーク
地方版ハローワーク

法律上の「協定」
（都道府県・市町村内の全ハローワークに効力）

地方が国のハローワークを活用 地方版ハローワークの創設

地方分権改革有識者会議雇用対策部会報告書
（平成27年11月20日）

新たな雇用対策の仕組み ～ハローワークの地方移管～
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地方創生こそが日本再生への近道

林業活性化少子化対策 観光誘客

地方創生の取組

企業誘致
大型クルーズ客船

移住定住

高齢者の
地方回帰

若者の定着

合計特殊
出生率
の回復

雇用の創出
雇用の創出

新産業の創出
（バイオマス発電etc）

外国人観光客の
増加

日本全体が元気に！

東京一極集中の
是正

一億総活躍社会
の実現

地方創生こそが日本再生への近道であり、国と地方が一体となって取組を進める必要。

地方創生の歩みを着実に進めるためにも一定の財源確保が不可欠。

地域活性化
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